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５．資料 

５-１．外部評価委員会要綱 

 

阿見町外部評価委員会要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，町が実施する行政評価について，外部からの意見を取り入れることにより，客観性

及び透明性を確保するために設置する阿見町外部評価委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項を所掌する。 

(１) 町が実施した事務事業評価の結果に係る行政外部の視点からの評価及び検証に関すること。 

(２) その他町長が必要と認める事項に関すること。 

（組織） 

第３条 委員会の委員は，６人以内で組織する。 

２ 委員は，行政に関する識見を有する者その他町長が適当と認める者のうちから，町長が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は，３年とする。 

２ 委員が欠けた場合は，補欠の委員を委嘱することができる。この場合において，補欠の委員の任期は，

前任者の残任期間とする。 

３ 委員は，再任することができる。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に，委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，委員の互選により選任し，副委員長は，委員の中から委員長が指名する。 

３ 委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは，その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議（以下「会議」という。）は，委員長が必要に応じて招集し，委員長は当該会議の

議長となる。 

２ 会議は，委員の総数の２分の１以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決するところによる。 

４ 委員長は，必要があると認めるときは，会議に委員以外の者の出席を求め，その説明又は意見を聴く

ことができる。 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は，総務部企画財政課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか，外部評価の実施及び委員会の運営に関し必要な事項は，町長が別

に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成26年４月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ 第４条第１項の規定にかかわらず，最初に委嘱される委員の任期は，平成29年３月31日までとする。 
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５-２．開催の経過 

 

回 期日 主な議事 

第 1 回 平成 27 年 6 月 22 日(月) 

・今年度の外部評価委員会の進め方 

・評価対象事業の選定 

第 2 回 平成 27 年 7 月 29 日(水） 

【事業ヒアリング】 

・給食食材調達事業 ／学校給食ｾﾝﾀｰ 

・図書選定購入事業 ／図書館 

・公演会等委託事業 ／生涯学習課 

第 3 回 平成 27 年 8 月 18 日(火) 

【事業ヒアリング】 

・運営事業 ／予科練平和記念館 

・地域支援事業 ／健康づくり課 

・地域生活支援事業 ／障害福祉課 

第 4 回 平成 27 年 8 月 24 日(月) 

【事業ヒアリング】 

・町単位老人ｸﾗﾌﾞ補助事業 ／社会福祉課 

・通常保育事業 ／保育所 

・特定健康診査等事業 ／国保年金課 

・教育振興事務事業 ／学校教育課 

第 5 回 平成27年10月28日（水） 

・報告書の作成 

・来年度の方針 

 


